
横 浜 市 行 政 不 服 審 査 会  

第 ７ 回 会 議 次 第 
 

平成 28年 11月 16日（水）午後１時 30分 

横 浜 市 庁 舎 ３ 階 Ａ 会 議 室 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 議 事 

 

(1) 行政不服審査法第 43 条第１項第５号の規定により横浜市行政不服審査会への諮問を

要しない審査請求について 

  

(2) 審査請求に係る調査審議 

  ア 生活保護費用徴収金決定処分 

  イ 行政証明不交付決定処分 

  ウ 固定資産税・都市計画税の平成 28年度の課税処分 

 

(3) その他 

 

 

３ 閉 会 



  (案) 
 

行政不服審査法第 43条第１項第５号の規定により    

横浜市行政不服審査会への諮問を要しない審査請求について 

 

行政不服審査法(平成 26年法律第 68号) 第 43条第１項第５号の規定により

次のいずれかに該当する審査請求は、横浜市行政不服審査会への諮問を要しな

いものとする。 

 

１ 身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第 15条に規定する身体障害

者手帳の等級の決定についての審査請求で、次のいずれかに該当する場合 

 (1) 審査請求に係る処分をしようとするときに、横浜市社会福祉審議会身体

障害者程度審査部会の議を経て当該処分がされた場合（身体障害者福祉法

施行令（昭和 25年政令第 78号）第５条第１項の規定に基づき議を経た処

分に係る審査請求を除く。） 

 (2) 裁決をしようとするときに、横浜市社会福祉審議会身体障害者障害程度

審査部会の議を経て裁決をしようとする場合 

 

２ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25 年法律第 123 号）第

45 条に規定する精神障害者保健福祉手帳の不交付及び等級の決定について

の審査請求で、次のいずれかに該当する場合 

(1) 審査請求に係る処分をしようとするときに、精神保健指定医（精神保健

及び精神障害者福祉に関する法律第 18 条第１項の精神保健指定医をいう。）

に指定された者の意見を聴取して当該処分がされた場合 

 (2) 障害年金の受給を証する書類又は特別障害給付金の受給を証する書類の

提出をもって精神障害者保健福祉手帳の交付申請がなされた場合で障害年

金及び特別障害給付金で認定された等級をもって処分がされた場合 

 



   
 

参考:行政不服審査法(抄) 

第 43条 審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれ

かに該当する場合を除き、審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府

設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項

に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共

団体の長（地方公共団体の組合にあっては、長、管理者又は理事会）である場

合にあっては 第八十一条第一項又は第二項の機関に、それぞれ諮問しなければ

ならない。 

 

一 審査請求に係る処分をしようとするときに他の法律又は政令（条例に基づ

く処分については、条例）に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共

団体の議会又は これらの機関に類するものとして政令で定めるもの（以下「審

議会等」という。）の議を経るべき旨又は経ることができる旨の定めがあり、か

つ、当該議を経て当該処分がされた場合 

 

二 裁決をしようとするときに他の法律又は政令（条例に基づく処分について

は、条例）に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又は

これらの機関に類するものとして政令で定めるものの議を経るべき旨又は経る

ことができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決をしようとする場合 

 

五 審査請求が、行政不服審査会等によって、国民の権利利益及び行政の運営

に対する影響の程度その他当該事件の性質を勘案して、諮問を要しないものと

認められたものである場合 



【資料】　障害者手帳交付に係る審査請求の取扱いについて

身体障害者(身体障害者手帳) 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳)

障がい者の定義及び
手帳の交付

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）
第４条 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある
18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

第15条　身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地（居住地を有しない
ときは、その現在地）の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。ただし、本人が十五歳
に満たないときは、その保護者（親権を行う者及び後見人をいう。ただし、児童福祉法第二十七条第一項第三号
又は第二十七条の二 の規定により里親に委託され、又は児童福祉施設に入所した児童については、当該里親又は
児童福祉施設の長とする。以下同じ。）が代わつて申請するものとする。
４　都道府県知事は、第一項の申請に基いて審査し、その障害が別表に掲げるものに該当すると認めたときは、
申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）
第５条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質そ
の他の精神疾患を有する者をいう。

第45条　精神障害者（知的障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。）は、厚生労働省令で定める書類を添えて、そ
の居住地（居住地を有しないときは、その現在地）の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができ
る。
２　都道府県知事は、前項の申請に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に
精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。

交付される手帳 身体障害者手帳：１級～６級 精神障害者保健福祉手帳：１級～３級

交
付
手
続

①申請
身体障害者手帳交付申請書、身体障害者診断書・意見書（身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師が記載した
もの）により市長(区福祉保健センター)へ申請

精神障害者保健福祉手帳交付申請書と添付書類により市長(区福祉保健センター)へ申請

②判定

A B

③決定 市長(障害者更生相談所)が交付・不交付を決定 市長(横浜市こころの健康相談センター)が交付・不交付を決定

C A B

【要件】
その障害が法別表に掲げるものに該当し
ないと認めるとき

【要件】
・その障害が法別表に掲げ
るものに該当するか否かに
ついて疑いがあるとき
・等級表のいずれに該当す
るか不明なとき

【要件】
診断書・意見書の内容で判断可能なとき

【添付書類】
主治医の診断書

【添付書類】
障害年金の受給を証する書類(障害年
金の等級が判定済み)
【添付書類】
特別障害給付金の受給を証する書類
(特別障害者給付金の等級が判定済み)

横浜市地方社会福祉審議会身体障害者障
害程度審査部会に諮問
根拠:身体障害者福祉法施行令第５条
　　 横浜市社会福祉審議会条例
　　 横浜市社会福祉審議会運営要綱

横浜市地方社会福祉審議会
身体障害者障害程度審査部
会に諮問
根拠：身体障害者手帳に係
る交付手続き及び医師の指
定に関する取扱いについて
(厚生労働省通達)

精神障害者保健福祉手帳判定会議（※）に
意見聴取
【従前（平成28年10月末日までに、次の要領
に基づいて意見聴取がなされた場合）】
　
根拠：精神障害者保健福祉手帳制度実施要
領について(厚生省医療局長通知)及び横浜
市こころの健康相談センター自立支援医療
（精神通院医療）及び精神障害者保健福祉
手帳判定会議運営要領（平成25年４月15日
制定）
※地方自治法第138条の４第３項に規定す
る附属機関には該当しない。

精神保健指定医に意見聴取（会議体）
【今後（平成28年11月１日以降に、次の要領
に基づいて意見聴取がなされた場合）】

根拠：横浜市こころの健康相談センター自
立支援医療（精神通院医療）支給認定及び
精神障害者保健福祉手帳判定業務取扱要領
（平成28年11月１日制定）
※地方自治法第138条の４第３項に規定す
る附属機関には該当しない。

附属機関

不服申立実績 平成26年度　３件　平成27年度　５件 平成26年度　４件　平成27年度　７件

諮問機関
横浜市社会福祉審議会身体障害者障害程度審査部会
   根拠：横浜市社会福祉審議会条例、横浜市社会福祉審議会運営要綱
   構成：医師　17名

精神障害者保健福祉手帳判定会議
　根拠：精神障害者保健福祉手帳精神障害
者保健福祉手帳制度実施要領について(厚
生省医療局長通知)及び横浜市こころの健
康相談センター自立支援医療（精神通院医
療）及び精神障害者保健福祉手帳判定会議
運営要領（平成25年４月15日制定）
　構成：医師　６名

精神保健指定医
　根拠：横浜市こころの健康相談センター
自立支援医療（精神通院医療）支給認定及
び精神障害者保健福祉手帳判定業務取扱要
領（平成28年11月１日制定）
　構成：医師　４名

附属機関ではない諮問機関の性質

行政不服審査会への
諮問の要否（案）

不要 不要 不要 不要

行政不服審査法第43条第1項第1号該当 行政不服審査法第43条第１
項第５号該当
身体Aと同様の手続を経て
いるため

行政不服審査法第43条第１項第５号該当
裁決をしようとするときに上記「横浜市
社会福祉審議会身体障害者障害程度審査
部会」に諮問する運用とし、行政不服審
査法第43条第１項第２号に準じる取扱い
とする

行政不服審査法第43条第１項第５号該当
処分の要件が明確に定められ、行政裁
量が認められないため
（精神障害者保健福祉手帳制度実施要
領について（厚生労働省通達））

不要

行政不服審査法第43条第１項第５号該当
実質的には、身体Ａ・身体Ｂと同様の手続であるため



【関係法令】 

 

地方自治法 

第 138 条の４ 

 （中略） 

３ 普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、執行機関の附属機関として自

治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のため

の機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りで

ない。 

 

 

身体障害者福祉法施行令 

 第５条 都道府県知事は、法第 15 条第１項の申請があつた場合において、その障害

が法別表に掲げるものに該当しないと認めるには、地方社会福祉審議会に諮問しなけ

ればならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により地方社会福祉審議会が調査審議を行い、なお

その障害が法別表に掲げるものに該当するか否かについて疑いがあるときは、厚生労

働大臣に対し、その認定を求めなければならない。 
３ 厚生労働大臣は、前項の規定による認定を求められたときは、これを疾病・障害

認定審査会に諮問するものとする。 
 
 
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 

第 18 条 厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第十九条の

四に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保

健指定医（以下「指定医」という。）に指定する。 
一 五年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。 
二 三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。 
三 厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治

療に従事した経験を有すること。 
四 厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修

（申請前一年以内に行われたものに限る。）の課程を修了していること。 
 



○横浜市社会福祉審議会条例 

平成12年２月25日 

条例第３号 

改正 平成12年９月25日条例第65号 

平成12年12月25日条例第75号 

平成17年12月28日条例第117号 

横浜市社会福祉審議会条例をここに公布する。 

横浜市社会福祉審議会条例 

（趣旨等） 

第１条 この条例は、社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法」という。）第７条第

１項の規定に基づき本市に設置する社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項の合議制の機関の名称は、横浜市社会福祉審議会（以下「審議会」という。）とす

る。 

（平12条例65・平12条例75・一部改正） 

（委員の任期） 

第２条 委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 臨時委員の任期は、３年を超えない範囲で、その審議事項の調査審議が終了するときま

でとする。 

（委員長の職務代理） 

第３条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名す

る委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 審議会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、委員の４分の１以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議

会の会議を招集しなければならない。 

３ 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

４ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。 



５ 臨時委員は、当該特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、前２項の規定

の適用については、委員とみなす。 

（高齢者福祉専門分科会） 

第５条 法第11条第２項の規定により、審議会に、高齢者の福祉に関する事項を調査審議

するため、高齢者福祉専門分科会を置く。 

（平12条例65・平12条例75・一部改正） 

（専門分科会） 

第６条 審議会の専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。）に属すべき委員及び臨時

委員は、委員長が指名する。 

２ 審議会の専門分科会に専門分科会長を置き、専門分科会長は、当該専門分科会において

選任する。 

３ 専門分科会長は、その専門分科会の会務を総理する。 

４ 専門分科会長に事故があるとき、又は専門分科会長が欠けたときは、あらかじめ専門分

科会長の指名する委員又は臨時委員が、その職務を代理する。 

５ 第４条第１項及び第３項から第５項までの規定は、専門分科会の会議について準用する。

この場合において、これらの規定中「審議会」とあるのは「専門分科会」と、「委員長」

とあるのは「専門分科会長」と読み替えるものとする。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、健康福祉局において処理する。 

（平17条例117・一部改正） 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会

に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）において、地方分権の推進を図るため

の関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生省関係政令の整備等に関する政令（平

成11年政令第393号）第52条の規定による改正前の社会福祉審議会令の規定により指名さ

れ、又は互選されている委員長の職務を行う委員、民生委員審査専門分科会以外の専門分



科会に属すべき委員及び臨時委員、専門分科会長並びに専門分科会長の職務を行う委員又

は臨時委員は、施行日以後最初に開催される会議の日までは、この条例の規定により指名

され、又は互選されたものとみなす。 

３ 施行日において、審議会の委員又は臨時委員に任命されている者に係る任期は、平成

13年１月11日までとする。 

附 則（平成12年９月条例第65号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年12月条例第75号） 

この条例は、平成13年１月６日から施行する。 

附 則（平成17年12月条例第117号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

（平成18年２月規則第９号により同年４月１日から施行） 

 



 

 

横浜市社会福祉審議会運営要綱 

 

制  定 昭和40年３月１日 

近改正 平成25年６月14日 

 

（趣旨） 

第１条 横浜市社会福祉審議会（以下「審議会」という。）の所管事項、組織、運営等

について必要な事項は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）（以下「法」という。）、

社会福祉法施行令（昭和33年政令第185号）（以下「令」という。）及び横浜市社会

福祉審議会条例（平成12年２月横浜市条例第３号）（以下「条例」という。）に定め

があるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

 （定数） 

第２条 審議会は委員35人以内で組織する。 

 

（所管事項） 

第３条 審議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 民生委員の適否の審査に関すること。 

(2) 身体障害者の福祉に関すること。 

(3) 高齢者の福祉に関すること。 

(4) 低所得者の福祉に関すること。 

(5) その他社会福祉の増進に関すること。 

ただし、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を除く。 

 

（専門分科会の設置） 

第４条 法第11条第１項の規定に基づき、審議会に、民生委員の適否の審査に関する事

項を調査審議するため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項

を調査審議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。 

２ 法第11条第２項の規定に基づき、審議会に、高齢者の福祉に関する事項を調査審議

するため、高齢者福祉専門分科会を置く。 

３ 法第11条第２項の規定に基づき、審議会に、前２項の事項以外の事項を調査審議す

るため、その他の専門分科会を置くことができる。 

 

 （専門分科会長の選任） 

第５条 前条第１項及び第２項に規定する専門分科会の専門分科会長は、当該専門分科

会に属する委員の互選によってこれを定める。 

２ 前条第３項に規定する専門分科会の専門分科会長は、当該専門分科会に属する委員

及び臨時委員の互選によってこれを定める。 

 

（審査部会の設置） 

第６条 身体障害者福祉専門分科会に、令第３条の規定に基づき身体障害者障害程度審

査部会（以下「審査部会」という。）を置く。 

２ 審査部会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。 



 

 

(1) 身体障害者の障害程度の審査に関すること。 

(2) 身体障害者福祉法第15条第２項の規定に基づく医師の指定に関すること。 

３ 審議会は、前項の審議事項について諮問を受けたときは、審査部会の決議をもって

審議会の決議とする。 

４ 審査部会に部会長を置き、審査部会に属する委員及び臨時委員の互選によってこれ

を定める。 

５ 部会長は会務を掌理する。 

 

（会議の招集） 

第７条 審査部会は、部会長が招集する。 

 

（幹事） 

第８条 審議会に幹事若干名を置く。 

２ 幹事は、市の職員のうちから委員長が任命する。 

３ 幹事は、委員長の命を受け、審議会の事務を処理する。 

 

 （会議の傍聴） 

第９条 審議会の会議の傍聴を希望する者は、会場の受付で氏名及び住所を記入し、傍

聴券の交付を受けなければならない。 

２ 前項の傍聴券は、会議当日、先着順に交付する。 

 

 （秩序の維持） 

第10条 会議を傍聴する者（以下「傍聴者」という。）は、会場の指定された場所に着

席しなければならない。 

２ 傍聴者は、会場において、写真撮影、録画、録音等を行ってはならない。ただし、

委員長が許可した場合は、この限りでない。 

３ 危険物を持っている者、酒気を帯びている者その他委員長が会議の運営に支障があ

ると認める者は、会場に立ち入ってはならない。 

 

 （会場からの退去） 

第11条 委員長は、傍聴者が会議の進行を妨害する等会議の運営の支障となる行為をす

るときは、当該傍聴者に会議の運営に協力するよう求めるものとする。この場合にお

いて、委員長は、当該傍聴者がこれに従わないときは、会場からの退去を命じること

ができる。 

 

 （会議の非公開） 

第12条 横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成12年２月横浜市条例第１号）

第31条ただし書の規定により会議を非公開とするときは、委員長はその旨を宣告する

ものとする。 

２ 委員長は、委員の発議により会議を非公開とするときは、各委員の意見を求めるも

のとする。 

３ 会議を非公開とする場合において、会場に傍聴者等がいるときは、委員長は、その

指定する者以外の者及び傍聴者を会場から退去させるものとする。 

 



 

 

（委任） 

第13条 この要綱に定めるものを除くほか、審議会の運営その他必要な事項は、委員長

が審議会に諮って定める。 

 

附 則 

 この要綱は、昭和40年３月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、昭和41年２月28日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、昭和45年８月４日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、昭和46年10月４日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、昭和48年７月24日から施行し、昭和48年５月12日から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、昭和50年６月26日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、昭和53年２月23日から施行し、昭和52年６月10日から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、昭和53年７月20日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、昭和59年７月13日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、昭和61年１月12日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、昭和62年６月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成11年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成12年４月１日以降 初に開催される審議会総会での承認後から施

行する。【平成12年８月１日施行】 



 

 

（経過措置） 

２ 平成12年４月１日以降施行日までの間に開催される各専門分科会及び身体障害者

障害程度審査部会に関する規定は、条例のほか改正前の要綱について適用するものと

する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成12年７月24日以降 初に開催される審議会総会での承認後から施

行する。【平成12年８月１日施行】 

 （経過措置） 

２ 平成12年７月24日以降施行日までの間に開催される各専門分科会及び身体障害者

障害程度審査部会に関する規定は、条例のほか改正前の要綱について適用するものと

する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成13年１月６日以降 初に開催される審議会総会（以下「総会」と

いう。）での承認後から施行する。【平成13年５月25日施行】 

 （経過措置） 

２ 平成13年１月６日以降施行日までの間に開催される各専門分科会及び身体障害者

障害程度審査部会に関する規定は、条例のほか改正前の要綱について適用するものと

する。 

３ 平成13年４月１日以降に総会が開催されるときは、この要綱中、「「令第４条」を

「令第２条」に改める」規定を、「「令第４条」を「令第３条」に改める」規定に読

み替えるものとする。 

 

附 則 

 この要綱は、平成25年６月14日から施行する。 

 



（改正後全文） 

障発１２２４第３号 

平成２１年１２月２４日 

 

 

    都道府県知事 

各 指定都市市長 殿 

  中核市市長 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長      

 

 

身体障害者手帳に係る交付手続き及び医師の指定に関する取扱いについて 

 

 

 標記については、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号。以下「法」という。）

及び関係法令等に基づき実施されているところであるが、この実施に当たっての取扱いを

下記のとおり定め、平成２２年４月１日より適用することとしたので、ご了知の上、その

取扱いにつき遺憾なきよう願いたい。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規定

に基づく技術的助言（ガイドライン）として位置づけられるものである。 

 また、「身体障害者福祉法施行細則準則について」（平成５年３月３１日社援更第１１

２号厚生省社会・援護局長通知）及び「身体障害者福祉法第１５条第２項の規定による医

師の指定基準について」（平成１２年３月３１日障第２７５号厚生省大臣官房障害保健福

祉部長通知）は、平成２２年３月３１日をもって廃止する。 

 

記 

 

第一 身体障害者手帳の交付手続き 

１ 交付申請 

（１）身体障害者手帳の交付を受けようとする者は、障害の種別ごとに法第１５条第

１項に規定する医師の診断書及び同条第３項に規定する意見書（以下「診断書・

意見書」という。）を添えて、その居住地（居住地を有しないときは、その現在

地。）の都道府県知事（地方自治法第２５２条の１９第１項に規定する指定都市

及び同法第２５２条の２２第１項に規定する中核市にあっては、その長とする。

以下同じ。）に対して申請する。 

  （２）診断書・意見書は、様式第１のとおりとする。 



 ２ 障害の認定 

  （１） 都道府県知事は、申請時に提出された診断書・意見書に疑義又は不明な点が

ある場合は、必要に応じて、診断書・意見書を作成した医師に対して申請者の

障害の状況につき照会するものとする。 

  （２） 都道府県知事は、（１）によっても、なお申請者の障害が法別表に掲げるも

のに該当するか否かについて疑いがあるとき又は身体障害者福祉法施行規則

（昭和２５年厚生省令第１５号。以下「規則」という。）別表第５号身体障害

者障害程度等級表（以下「等級表」という。）のいずれに該当するか不明なと

きは、必要に応じて、再検査、追加検査又は別の指定医による診断等を受ける

よう指導することができるものとする。 

（３） 都道府県知事は、（１）及び（２）によっても、なお申請者の障害が法別表

に掲げるものに該当するか否かについて疑いがあるとき又は等級表のいずれ

に該当するか不明なときは、身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８

号。以下「令」という。）第５条の規定に準じて、地方社会福祉審議会に諮問

するものとする。 

 （４） 令第５条及び（３）による審査の結果、申請者の障害が法別表及び等級表に

掲げるものに該当しないと認めたときは、法第１５条第５項の規定により様式

第２の却下決定通知書により通知するものとする。 

 ３ 居住地等の変更 

  （１） 令第９条第２項及び第４項の規定による居住地等の変更の届け出は、様式第

３の身体障害者居住地等変更届書によるものとする。 

  （２） 令第９条第６項の規定による通知は、様式第４の身体障害者居住地等変更通

知書によるものとする。 

 ４ 再交付申請等 

  （１） 規則第７条第１項及び第８条第１項の規定による申請は、様式第５の身体障

害者手帳再交付申請書によるものとする。 

  （２） 令第１２条並びに規則第７条第２項及び第８条第２項の規定による身体障害

者手帳の返還は、様式第６の身体障害者返還届によるものとする。 

５ 保健所長への通知 

   令第８条第２項及び第１１条の規定による保健所長への通知は、様式第７の身体障

害者交付・記載事項変更通知書によるものとする。 

 ６ 身体障害者の死亡の通知 

   令第１２条第２項の規定による通知は、様式第８の身体障害者死亡通知書によるも

のとする。 

 

第二 法第１５条第１項に基づく医師の指定 

 １ 指定手続き等 

（１） 法第１５条第１項の規定により都道府県知事が定める医師は、障害の種別ご



とに指定するものとする。また、指定を受けた医師は、指定を受けた障害の種

別について診断書・意見書を作成するものとする。 

  （２） 令第３条の規定による同意は書面によるものとし、その様式は、様式第９の

同意書によるものとする。 

  （３） 都道府県知事は、法第１５条第１項の規定により医師を指定し、又はその指

定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。 

  （４） 法第１５条第１項の規定により指定を受けた医師は、その旨を標示し、見や

すい場所に掲示するものとする。 

 ２ 指定基準等 

  （１） 都道府県知事が法第１５条第１項に規定する医師を指定する場合には、視覚

障害、聴覚若しくは平衡機能障害、音声、言語若しくはそしゃく機能障害、肢

体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう若しく

は直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害又

は肝臓機能障害の医療に関係のある診療科名を標榜している病院又は診療所

において診療に従事し、かつ、その診断に関する相当の学識経験を有する医師

について行うものとする。 

（２） （１）に掲げる医療に関係のある診療科名は、医療法施行令（昭和２３年政

令第３２６号）第３条の２に規定される診療科とする。参考として、（１）に

掲げる医療に関係のある診療科名及び留意点を例示すると、概ね別紙のとおり

である。 

ただし、平成２０年３月３１日以前から標榜していた呼吸器科、消化器科、

胃腸科、循環器科、気管食道科等については、看板の書き換え等、広告の変更

を行わない限り、引き続き標榜することが認められていることに留意された

い。 

（３） 法第１５条第２項の規定に従い、都道府県知事が医師の指定に当たって地方

社会福祉審議会の意見を聴く際には、以下の事項について十分に審査を行い、

指定医師の専門性の確保に努めるものとする。 

      ア 医籍登録日 

      イ 担当しようとする障害分野 

      ウ 当該医師の職歴 

      エ 当該医師の主たる研究歴と業績 

      オ その他必要と認める事項 

 

 

 



別紙 

 （１）視覚障害の医療に関係のある診療科名 

    眼科、小児眼科、神経内科、脳神経外科 

    注）眼科以外の診療科にあっては、腫瘍・神経障害等による視力喪失者の診療に

限る。 

 （２）聴覚障害の医療に関係のある診療科名 

    耳鼻いんこう科、小児耳鼻いんこう科、気管食道・耳鼻いんこう科、神経内科、

脳神経外科 

    注）耳鼻科以外の診療科にあっては、腫瘍・神経障害等による聴力喪失者の診療

に限る。 

 （３）平衡機能障害の医療に関係のある診療科名 

    耳鼻いんこう科、小児耳鼻いんこう科、気管食道・耳鼻いんこう科、神経内科、

脳神経外科、リハビリテーション科 

 （４）音声、言語機能障害の医療に関係のある診療科名 

    耳鼻いんこう科、小児耳鼻いんこう科、気管食道・耳鼻いんこう科、内科、気管

食道内科、神経内科、気管食道外科、脳神経外科、形成外科、リハビリテーション

科 

 （５）そしゃく機能障害の医療に関係のある診療科名 

    耳鼻いんこう科、小児耳鼻いんこう科、気管食道・耳鼻いんこう科、気管食道内

科、神経内科、気管食道外科、形成外科、リハビリテーション科 

 （６）肢体不自由の医療に関係のある診療科名 

    整形外科、外科、小児外科、内科、神経内科、脳神経外科、形成外科、リウマチ

科、小児科、リハビリテーション科 

 （７）心臓機能障害の医療に関係のある診療科名 

    内科、循環器内科、心臓内科、外科、心臓血管外科、心臓外科、胸部外科、小児

科、小児外科、リハビリテーション科 

 （８）じん臓機能障害の医療に関係のある診療科名 

    内科、循環器内科、腎臓内科、人工透析内科、外科、移植外科、小児科、小児外

科、泌尿器科、小児泌尿器科 

 （９）呼吸器機能障害の医療に関係のある診療科名 

    内科、呼吸器内科、気管食道内科、外科、呼吸器外科、気管食道外科、胸部外科、

小児科、小児外科、リハビリテーション科 

（１０）ぼうこう又は直腸機能障害の医療に関係のある診療科名 

    泌尿器科、小児泌尿器科、外科、消化器外科、内科、消化器内科、神経内科、小

児科、小児外科、産婦人科（婦人科） 

 （１１）小腸機能障害の医療に関係のある診療科名 

    内科、消化器内科、胃腸内科、外科、消化器外科、腹部外科、小児科、小児外科 

 （１２）ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の医療に関係のある診療科名 



    内科、血液内科、感染症内科、呼吸器内科、外科、小児科、産婦人科 

    注）エイズ治療拠点病院での従事経験があることが望ましい。 

 （１３）肝臓機能障害の医療に関係のある診療科名 

    内科、消化器内科、肝臓内科、外科、消化器外科、移植外科、腹部外科、肝臓外

科、小児科、小児外科 
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横浜市こころの健康相談センター自立支援医療（精神通院医療） 

及び精神障害者保健福祉手帳判定会議運営要領 

 

制定 平成 25 年４月 15 日健障企第 726 号（局長決裁） 

 （目的） 

第１条 この要領は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（以下、「法」という。）

第６条第２項の規定に基づき、横浜市が行う自立支援医療費（精神通院医療）の支給認

定（以下、「精神通院医療」という。）及び精神障害者保健福祉手帳交付（以下、「手帳交

付」という。）の判定事務のために設置する横浜市こころの健康相談センター自立支援医

療（精神通院医療）及び精神障害者保健福祉手帳判定会議（以下、「判定会」という。）

について、横浜市精神保健福祉審議会条例（以下、「条例」という。）及び横浜市精神保

健福祉審議会運営要領（以下、「要領」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

（判定会の設置） 

第２条 法第６条第２項の規定に基づく判定を適正に行うため、判定会は横浜市精神保健

福祉審議会の分科会として横浜市こころの健康相談センターに設置する。 

 （判定対象） 

第３条 判定会は、次の判定を行う。 

(1)  精神通院医療の申請（更新の申請を含む。）のうち、自立支援医療診断書（精神通院

医療用）が添付された申請に係る精神通院医療の適否の判定 

(2) 精神通院医療の申請（更新の申請を含む。）のうち、診断書（精神障害者保健福祉手

帳用）の写し（すでに精神障害者保健福祉手帳を取得している者が、その手帳を取得

した際に提出した診断書の写しに限る。）が添付された申請に係る精神通院医療の適否

の判定 

 (3) 手帳交付の申請（更新、再承認及び障害等級の変更を含む。）のうち、診断書（精神

障害者保健福祉手帳用）が添付された申請に係る手帳交付の可否及び障害等級の判定 

 (4) 診断書（精神障害者保健福祉手帳用）を添付して精神通院医療と手帳交付を併せて

行う申請における、手帳交付の可否及び障害等級の判定並びに精神通院医療の適否の

判定 

 （判定基準） 

第４条 精神通院医療及び手帳交付の判定は、自立支援医療費（精神通院医療）の支給認

定判定指針（平成18年３月３日障発第0303002号）及び精神障害者保健福祉手帳障害等級

判定基準（平成７年９月12日健医発第1133号）に基づき行う。 

 （判定会） 

第５条 判定会は、要領第７条第３項に基づく委員及び要領第７条第４項に基づく外部委

員（以下、「判定委員」という。）並びに横浜市こころの健康相談センター長（以下、「セ



ンター長」）により構成する。 

２ 判定会の委員数は、センター長が定める。 

３ 判定会は、判定委員の出席をもって開催するものとする。ただし、分科会長が認める

場合はこの限りでない。 

４ 判定委員は、判定会に出席することにより知り得た秘密を漏らしてはならない。 

５ 判定会の議事は、判定委員の判定を受けたうえで、センター長が決する。 

 （判定委員の委嘱） 

第６条 判定委員は、市長が委嘱するものとする。ただし、要領第７条第４項に基づく外

部委員は法第18条に基づく精神保健指定医の資格を有する者から委嘱するものとする。 

２ 判定委員の任期は、１年とする。なお、再任は妨げないものとする。 

３ 判定委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会議の非公開） 

第７条 判定会は横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成12年２月横浜市条例第

１号）第31条第２項の規定に基づき非公開とする。 

 （庶務） 

第８条 判定会の運営に必要な事務は、横浜市こころの健康相談センターにおいて処理す

る。 

２ センター長は、判定会の開催日程を決定し、あらかじめ判定委員に通知するものとす

る。 

３ センター長は、第３条に基づく診断書の記載について、事前に不備等の点検を行い、

判定会における正確、適正な判定が可能となるよう努めるものとする。 

 

 

附 則 

１ この要領は平成25年４月15日から施行し、平成24年４月１日から適用する。 

２ 横浜市こころの健康相談センター自立支援医療（精神通院医療）及び精神障害者保健

福祉手帳判定事務取扱要領（平成 15 年４月１日衛精第 1054 号）は廃止する。 

  



横浜市こころの健康相談センター自立支援医療（精神通院医療） 

支給認定及び精神障害者保健福祉手帳判定業務取扱要領 

 

制定 平成 28年 11月 1日健こ第 670号（局長決裁） 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、横浜市が行う自立支援医療費（精神通院医療）（以下、「精神通院医

療」という。）の支給認定及び精神障害者保健福祉手帳交付（以下、「手帳交付」という。）

の判定業務（以下「判定業務」という。）を、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

第６条第２項の規定に基づいてこころの健康相談センターが行うにあたり、適正に判断

するために必要な事項を定めるものとする。 

 

 （判定業務） 

第２条 判定業務のうち、こころの健康相談センター長（以下「センター長」）が判断する

ものは、次のとおりとする。 

(1)  精神通院医療の申請（更新の申請を含む。）のうち、自立支援医療診断書（精神通院

医療用）が添付された申請に係る精神通院医療の適否の認定に関すること 

(2) 精神通院医療の申請（更新の申請を含む。）のうち、診断書（精神障害者保健福祉手

帳用）の写し（すでに精神障害者保健福祉手帳を取得している者が、その手帳を取得

した際に提出した診断書の写しに限る。）が添付された申請に係る精神通院医療の適否

の認定に関すること 

 (3) 手帳交付の申請（更新、再承認及び障害等級の変更を含む。）のうち、診断書（精神

障害者保健福祉手帳用）が添付された申請に係る手帳交付の可否及び障害等級の判定

に関すること 

 (4) 診断書（精神障害者保健福祉手帳用）を添付して精神通院医療と手帳交付を併せて

行う申請における、手帳交付の可否及び障害等級の判定並びに精神通院医療の適否の

判定に関すること 

 

（意見聴取） 

第３条 センター長は、前条の事項について判断をするにあたり、その真正を担保するた 

めに外部の精神保健指定医資格を有する医師から必要な人数を嘱託医師として委嘱し、 

意見を聴取することができる。 

２ センター長は、意見聴取を行うにあたり、手帳交付等の進行を勘案して意見聴取日

を決定し、あらかじめ嘱託医師に通知するものとする。 

３ センター長は、診断書の記載について、事前に不備等の点検を行い、適正な意見聴

取が可能となるよう努めるものとする。 



 

附 則 

１ この要領は平成28年11月１日から施行する。 

２ 横浜市こころの健康相談センター自立支援医療（精神通院医療）及び精神障害者保健

福祉手帳判定会議運営要領（平成 25年４月 15日健障企第 726号）は廃止する。 
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